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い
つ
ま
で
も
イ
キ
イ
キ
と
自
分
ら
し
く
生
き
る
こ
と
、
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
の
手
立

て
が
「
介
護
予
防
」
で
す
。
４
月
か
ら
介
護
保
険
制
度
が
改
正
さ
れ
ま
す
。
そ
の
特
徴
の

一
つ
が
介
護
予
防
重
視
で
す
。
市
で
は
、　

年
度
に
都
か
ら
介
護
予
防
推
進
モ
デ
ル
地
区

１６

に
指
定
さ
れ
、
様
々
な
取
り
組
み
を
展
開
し
、
介
護
予
防
重
視
の
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
て

き
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
４
月
か
ら
変
わ
る
介
護
保
険
制
度
と
こ
れ
ま
で
の
介
護
予
防

の
取
り
組
み
を
紹
介
し
ま
す
。

　

介
護
保
険
法
の
基
本
理
念
で

あ
る
「
自
立
支
援
」
を
、
よ
り

徹
底
す
る
観
点
か
ら
、
軽
度
の

方
に
対
す
る
保
険
給
付
に
つ
い

て
、
現
行
の
「
予
防
給
付
」
の

対
象
者
の
範
囲
、
サ
ー
ビ
ス
内

容
、
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
体
制
な
ど

を
見
直
し
た
「
新
た
な
予
防
給

付
」
に
再
編
さ
れ
ま
し
た
。
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①
新
予
防
給
付
の
創
設

　

要
介
護
状
態
の
軽
減
、
悪
化

防
止
に
効
果
的
な
軽
度
の
方（
要

支
援
者
）
を
対
象
と
し
、
新
予

防
給
付
が
位
置
付
け
ら
れ
ま
し

た
。

②
地
域
支
援
事
業
の
創
設

　

要
支
援
・
要
介
護
に
な
る
お

そ
れ
の
あ
る
高
齢
者
を
対
象
に

効
果
的
な
介
護
予
防
事
業
を
行

う
た
め
、
新
た
に
地
域
支
援
事

業
が
位
置
付
け
ら
れ
ま
し
た
。
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①
要
支
援
・
要
介
護
の
認
定
申

請
を
し
た
方
に
つ
い
て
は
、
介

護
認
定
審
査
会
で
、
旧
制
度
の

要
介
護
状
態
区
分
の
審
査
に
加

え
、
高
齢
者
の
「
状
態
の
維
持

・
改
善
可
能
性
」
を
審
査
し
、

新
予
防
給
付
・
介
護
給
付
の
対

象
と
な
る
要
支
援
者
・
要
介
護

者
を
決
定
し
ま
す
。

　

な
お
、
サ
ー
ビ
ス
計
画
（
ケ

ア
プ
ラ
ン
作
成
な
ど
）
を
作
成

す
る
事
業
所
は
、
要
支
援
者
は

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
で
、

要
介
護
者
は
従
来
の
居
宅
介
護

支
援
事
業
所
で
す
。

②
要
支
援
・
要
介
護
に
は
該
当

し
な
い
が
、
要
支
援
・
要
介
護

高齢者�

介護予防の�
スクリーニング�

地域包括支援センター�
（介護予防マネジメント）�

居宅介護支援事業所�
（ケアマネジメント事業者）�

地域支援事業地域支援事業� 新予防給付新予防給付� 介護給付介護給付�

非該当者�

要支援・要介護者�

要支援・要介護�
状態になること�

の防止�
重度化防止�

〈要介護認定〉�
○要介護状態区分の審査�

＋�
○状態の維持または�
改善可能性の審査�

�

要支援・要介護�
になるおそれの�
ある者�

要介護者�（新）　　　　　　　�
　要支援者�

旧制度の要支援者�
＋�

要介護１の一部�

要支援・要介護�
になるおそれ�
のある者�

要支援者� 要介護者�

地域支援事業�
（介護予防サービス）�

�
例）転倒骨折予防教室�
栄養指導　など�

例）介護給付�
　　訪問介護�
　　通所介護�
　　訪問介護�

　　　　　　特養等施設　など�

新予防給付�
○既存サービス�
→内容・提出方法を見直し�
○新たなサービスの導入�
→効果の検証を踏まえ導入�

地域支援事業� 新予防給付� 介護給付�

注）制度改正に伴う旧要支援者の経過措置
旧制度の要支援認定者は「新制度における新たな要介護認定など」を受けるまでは「経過
的要介護者」となり、従来の介護給付サービスの対象となります。

②
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
と
し
て「
小

規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
」
、

「
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介

護
」、「
認
知
症
対
応
型
通
所
介

護
」
、
「
夜
間
対
応
型
訪
問
介

護
」、「
小
規
模（　

人
未
満
）介

３０

護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活

介
護
」、「
小
規
模（　

人
未
満
）

３０

介
護
専
用
型
特
定
施
設
入
居
者

生
活
介
護
」
が
創
設
さ
れ
ま
し

た
。�
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①
情
報
開
示
の
標
準
化
＝
介
護

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
事
業
所
情

報
の
公
表
を
義
務
付
け

②
事
業
者
規
制
の
見
直
し
＝
指

定
の
更
新
制
の
導
入
、
欠
格
要

件
な
ど

③
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
見
直

し
＝
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
の
資
格

の
更
新
制
の
導
入
、
研
修
な
ど

を
義
務
化
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①
第
１
号
保
険
料
＝
低
所
得
者

に
対
す
る
保
険
料
軽
減
な
ど
負

担
能
力
を
き
め
細
か
く
反
映
し

た
保
険
料
設
定
に
変
更
（
政
令

事
項
）

②
徴
収
方
法
＝
特
別
徴
収
（
年

金
か
ら
の
天
引
き
）
の
対
象
を

遺
族
年
金
、
障
害
年
金
へ
拡
大

③
要
介
護
認
定
＝
申
請
代
行
、

委
託
調
査
の
見
直
し

④
市
町
村
の
保
険
者
機
能
の
強

化
＝
都
道
府
県
知
事
の
事
業
者

指
定
に
当
た
り
市
町
村
長
の
関

与
、
市
町
村
長
の
事
業
所
へ
の

調
査
権
限
を
強
化

い
つ
ま
で
も
イ
キ
イ
キ
生
活

い
つ
ま
で
も
イ
キ
イ
キ
生
活�

介
護
予
防
の
ま
ち
づ
く
り

介
護
予
防
の
ま
ち
づ
く
り�

介
護
予
防
の
ま
ち
づ
く
り�

い
つ
ま
で
も
イ
キ
イ
キ
生
活�

に
な
る
お
そ
れ
の
あ
る
高
齢
者

を
対
象
に
、
介
護
予
防
事
業
な

ど
の
地
域
支
援
事
業
を
行
い
ま

す
。
予
防
計
画
（
ケ
ア
プ
ラ
ン

な
ど
）を
作
成
す
る
事
業
所
は
、

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
で
す
。

（
予
防
重
視
型
シ
ス
テ
ム
へ
の

転
換（
全
体
概
要
）図
１
参
照
）
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①
介
護
保
険
３
施
設
の
居
住
費

・
食
費
の
原
則
自
己
負
担

②
低
所
得
者
に
対
す
る
配
慮
＝

低
所
得
者
の
施
設
利
用
が
困
難

に
な
ら
な
い
よ
う
、
負
担
の
軽

減
を
図
る
補
足
給
付
を
創
設
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認
知
症
高
齢
者
や
ひ
と
り
暮

ら
し
高
齢
者
の
増
加
な
ど
を
踏

ま
え
、
で
き
る
限
り
住
み
慣
れ

た
地
域
で
生
活
を
継
続
で
き
る

よ
う
、
サ
ー
ビ
ス
体
系
の
見
直

し
や
総
合
的
・
包
括
的
な
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
体
制
の
整
備
を
行
い

ま
す
。

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の

創
設

　

市
内
２
カ
所
に
地
域
包
括
支

援
セ
ン
タ
ー
を
設
置
し
ま
す
。

　

セ
ン
タ
ー
に
は
、
社
会
福
祉

士
、
保
健
師
、
主
任
介
護
支
援

専
門
員
な
ど
の
３
職
種
を
配
置

し
、
高
齢
者
や
そ
の
家
族
の
支

援
を
通
し
て
地
域
ケ
ア
を
進
め

て
い
き
ま
す
。

　

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の

主
な
役
割
は
次
の
四
つ
で
す
。

①
地
域
支
援
の
総
合
相
談
＝
高

齢
者
や
そ
の
家
族
な
ど
か
ら
の

相
談
に
総
合
的
に
応
じ
る
こ
と

②
介
護
予
防
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
＝

介
護
予
防
プ
ラ
ン
の
作
成
、
介

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
な
ど
の
利
用

促
進

③
高
齢
者
虐
待
の
防
止
・
早
期

発
見
、
権
利
擁
護
＝
高
齢
者
虐

待
防
止
の
啓
発
や
地
域
福
祉
権

利
擁
護
事
業
、
成
年
後
見
制
度

の
情
報
提
供
や
利
用
支
援

④
包
括
的
・
継
続
的
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
＝
介
護
支
援
専
門
員
の
支

援
や
関
係
機
関
と
の
連
携
、
介

護
予
防
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
機
能
の

充
実
・
強
化

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の

創
設

　

住
み
慣
れ
た
地
域
で
の
生
活

を
支
え
る
た
め
、
身
近
な
市
町

村
で
提
供
さ
れ
る
こ
と
が
適
当

な
サ
ー
ビ
ス
類
型
と
し
て
地
域

密
着
型
サ
ー
ビ
ス
が
位
置
付
け

ら
れ
ま
し
た
。

①
市
町
村
が
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

の
指
定
、
指
導
監
督
権
限
を
有

し
、
原
則
、
当
該
市
町
村
の
被

保
険
者
の
み
が
サ
ー
ビ
ス
の
利

用
を
可
能
と
す
る
も
の
で
す
。

図１　予防重視型システムへの転換（全体概要）

 介護保険制度改正介護保険制度改正
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１８・３・１５ （２）

介護予防健診受診者　　 （単位：人）

受診者数

１,２６８１６年度

３,７１３１７年度
（１７年１２月末日現在）

４,９８１合　計

介
護
予
防

介
護
予
防�

　
推
進
モ
デ
ル
地
区
の

　
推
進
モ
デ
ル
地
区
の�

　
　
　
　
　
　
取
り
組
み

　
　
　
　
　
　
取
り
組
み�

介
護
予
防

介
護
予
防�

　
推
進
モ
デ
ル
地
区
の

　
推
進
モ
デ
ル
地
区
の�

　
　
　
　
　
　
取
り
組
み

　
　
　
　
　
　
取
り
組
み�

介
護
予
防�

　
推
進
モ
デ
ル
地
区
の�

　
　
　
　
　
　
取
り
組
み�

　

平
成　

年
４
月
か
ら　

年　

１６

１７

１２

月
ま
で
に
実
施
し
た
介
護
予
防

健
診
の
結
果
を
お
知
ら
せ
し
ま

す
。

　

こ
の
健
診
は　

歳
以
上
の
方

６５

を
対
象
に
「
虚
弱
転
倒
」「
尿
失

禁
」「
低
栄
養
」「
軽
度
認
知
症
」

な
ど
の
老
化
の
兆
候
を
い
ち
早

く
発
見
す
る
た
め
に
行
い
ま
し

た
。
「
こ
の
１
年
間
に
転
ん
だ

こ
と
が
あ
り
ま
す
か
」
「
ひ
と

り
で
階
段
の
上
り
下
り
が
で
き

ま
す
か
」
な
ど　

項
目
の
質
問

１８

と
握
力
・
歩
行
速
度
・
片
足
立

ち
の
３
項
目
を
測
定
し
ま
す
。

　

老
化
の
兆
候
が
あ
る
場
合
、

２
〜
３
年
後
の
生
活
に
影
響
を

及
ぼ
す
可
能
性
が
あ
り
ま
す
が
、

今
か
ら
老
化
の
危
険
性
に
備
え

て
お
け
ば
安
心
で
す
。

介護予防健診結果�

老化の危険性あり�老化の危険性なし�

虚弱�

転倒�

尿失禁�

低栄養�

43%43%43% 57%57%57%

53%53%53% 47%47%47%

34%34%34% 66%66%66%

55%55%55% 45%45%45%

5%5%5% 95%95%95%軽度認知症�

◎
筋
力
向
上
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

　

主
に
虚
弱
や
転
倒
の
危
険
性

が
高
い
方
を
対
象
に
、
理
学
療

法
士
な
ど
の
指
導
に
よ
り
、
高

齢
者
用
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
マ
シ
ン

を
使
い
、
筋
力
ア
ッ
プ
を
図
り

ま
し
た
。

　

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
後
、 
膝 
伸
展

ひ
ざ

筋
力（
太
も
も
で
は
さ
む
力
）で

は
、
下
肢
の
筋
力
が
向
上
し
た

と
い
う
結
果
が
出
ま
し
た
。
ま

た
、
日
常
生
活
で
必
要
な
立
ち

上
が
り
な
ど
を
含
む
機
能
的
な

移
動
能
力
の
測
定
で
も
改
善
し

た
と
い
う
結
果
が
得
ら
れ
ま
し

た
。 ★筋力向上トレーニングや転倒骨折予防教室の参�

加した方の感想です。�

「床からスムーズに�
立てるようになった」�

「歩行が楽になった」�

◎
転
倒
骨
折
予
防
教
室

　

転
倒
に
よ
る
骨
折
を
防
ぐ
た

め
に
筋
力
ア
ッ
プ
を
図
る
無
理

な
く
で
き
る
体
操
教
室
で
す
。

○
６
カ
月
コ
ー
ス
＝
虚
弱
や
転

倒
の
危
険
性
が
高
い
方
を
対
象

に
行
い
ま
し
た
。

　

体
の
バ
ラ
ン
ス
が
悪
い
こ
と

が
、
転
倒
の
要
因
の
ひ
と
つ
で

す
。
体
操
を
継
続
的
に
行
っ
た

結
果
、
バ
ラ
ン
ス
が
改
善
さ
れ

ま
し
た
。

○
２
カ
月
コ
ー
ス
＝
転
倒
が
気

に
な
る
方
を
対
象
に
実
施
し
ま

し
た
。

　

ま
た
、
希
望
す
る
グ
ル
ー
プ

に
講
師
を
派
遣
し
ま
し
た
。

◎
個
別
訪
問
指
導

　

閉
じ
こ
も
り
な
ど
で
外
に
出

る
機
会
が
減
っ
た
方
を
対
象
に
、

個
別
に
訪
問
し
筋
力
ア
ッ
プ
や

口
腔
ケ
ア
の
指
導
を
行
い
ま
し

た
。

○
筋
力
ア
ッ
プ
＝
理
学
療
法
士

と
看
護
師
の
指
導
で
、
セ
ラ
バ

ン
ド（
ゴ
ム
製
）を
使
っ
た
筋
力

ア
ッ
プ
運
動
な
ど
を
含
め
た
療

養
指
導
を
行
い
ま
し
た
。

○ 
口  
腔 
ケ
ア
＝
歯
科
衛
生
士
が
、

こ
う 
く
う

口
腔
の
手
入
れ
を
含
め
た
療
養

の
指
導
を
行
い
ま
し
た
。

◎
食
生
活
改
善

　

調
理
実
習
を
行
い
、
低
栄
養

に
な
り
が
ち
な
高
齢
者
の
食
事

を
考
え
ま
し
た
。

◎
認
知
症（
痴
呆
症
）予
防

　

主
に
認
知
の
危
険
性
が
高
い

方
を
対
象
に
認
知
症
予
防
教
室

を
行
い
、
認
知
症
を
予
防
す
る

た
め
に
記
憶
力
や
物
事
の
手
順

を
考
え
る
機
能
な
ど
を
高
め
る

様
々
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
施
し

ま
し
た
。

◎
生
き
が
い
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

　

外
に
出
る
機
会
や
人
と
の
交

流
が
少
な
く
な
っ
て
き
て
い
る

方
が
対
象
で
す
。
体
操
や
手
芸

な
ど
楽
し
く
過
ご
せ
る
プ
ロ
グ

ラ
ム
を
行
い
ま
し
た
。

�地域�

市民�

虐待事例�
本人・家族�

見守り支援�
ネットワーク�

民生委員・みどりクラブ�
ふれあいセンター�
NPO　　　　　　など�

相談・通報�

地域包括支援センター�

福祉権利擁護センター�

市
（
高
齢
障
害
介
護
課
）�

担当者会議�

地域包括支援センター　福祉権利擁護センター�
ケアマネージャー　医療機関　など�

○介入の検討�
�
○事例検討�

連携�

相談・通報�
連　携�

連携�

相談�

連携�

連携�

対応�

対応�

見守り�

☆
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
利
用

方
法　

介
護
予
防
健
診
な
ど
を

受
診
し
た
結
果
、
そ
の
中
で
老

化
の
危
険
性
の
あ
る
方
な
ど
が
、

利
用
で
き
ま
す
。

◎
介
護
予
防
イ
ベ
ン
ト
の
紹
介

①
『
介
護
予
防
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

〜
変
わ
る
介
護
保
険
〜
地
域
で

取
り
組
む
介
護
予
防
』
（　

年
１７

　

月　

日
開
催
）
＝
「
地
域
で

１０

１５

取
り
組
む
介
護
予
防
」
を
テ
ー

マ
に
、
地
域
で
活
躍
し
て
い
る

方
や
高
齢
者
の
施
設
代
表
、
医

師
会
代
表
な
ど
を
迎
え
、
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
し
ま
し
た
。

②
『
介
護
予
防
大
会
〜
高
齢
者

が
主
役
！
〜
』
（　

年　

月　

１７

１２

１６

日
開
催
）
＝
参
加
者
２
２
０
人
、

発
表
者
（
地
域
で
活
動
し
て
い

る
自
主
グ
ル
ー
プ
の
皆
さ
ん
）

　

人
と
、
多
く
の
方
々
が
参
加

５５し
ま
し
た
。
自
主
グ
ル
ー
プ
の

発
表
や
子
ど
も
か
ら
大
人
ま
で

誰
も
が
楽
し
く
で
き
る
体
操
と

い
う
考
え
方
で
開
発
し
た
「
稲

城
繁
盛
節
体
操
」を
披
露
さ
れ
、
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　高齢者に対する虐待が深刻な状況にあり、高齢者の尊厳の保

持にとってこれらを防止することが重要であることなどから、

高齢者虐待防止法が成立し、４月１日から施行されます。

　この法律の中で、高齢者虐待の防止などに関する国や地方公

共団体の責務、虐待を受けた高齢者に対する保護のための措置

などとともに、国民の通報義務も規定されています。

　市では、今後も広報紙などで「高齢者虐待防止」の普及啓発

を図るとともに、早期発見・早期対応につなげるための取り組

み（図２参照）を行っていきます。

新
た
な
取
り
組
み

新
た
な
取
り
組
み

�

�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�

参
加
者
も
そ
の
場
で
一
緒
に
踊

り
、
と
て
も
盛
り
上
が
り
ま
し

た
。

　

介
護
予
防
は
行
政
の
施
策
に

と
ど
ま
ら
ず
、
市
民
自
ら
が
地

域
で
取
り
組
む
仕
組
み
づ
く
り

が
大
切
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

　

市
で
は
、
介
護
予
防
大
会
な

ど
で
募
集
し
た
市
民
の
方
々
に

「
介
護
予
防
推
進
員
」
に
な
っ

て
い
た
だ
き
、
身
近
な
所
で
介

護
予
防
の
啓
発
に
取
り
組
ん
で

い
き
ま
す
。
そ
の
た
め
の
研
修

も
行
っ
て
い
き
ま
す
。

▲介護予防大会

▲介護予防シンポジウム
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図２　高齢者虐待の発見・対応


